
国家公務員の昇格・昇給制度

◼ 昇格 （人事院規則9―８（初任給、昇格、昇給等の基準）第20条）

◼ 昇給 （人事院規則９―８（初任給、昇格、昇給等の基準）第37条）

【昇格の要件】
①昇格日に職員が昇任したこと
②２年間の人事評価について一定の要件を満たすこと
③昇格日１年以内に、懲戒処分を受けていないこと

①・②のいずれか及び③を満たした職員の中から、
昇格者が決定されます。

昇給は毎年１月１日に行われます。
１年間の人事評価に基づいて昇給区分（A～E）が決定され、区分に応じた号俸数昇給します。

昇給区分 Ａ Ｂ Ｃ（標準） Ｄ Ｅ

昇給号俸数 ８号俸以上 ６号俸 ４号俸 ２号俸 ０号俸

決定できる職員の上限割合 ５％ 20％

行政職俸給表（一）[係長級]
３級38号俸の昇給の例

３－38

３－40

３－42

３－44

３－46

○ 昇給区分A・Bは、人事評価が良好以上である者

のうち能力評価と業績評価の組合せが上位のグルー

プから順に決定されます。

○ 昇給区分D・Eは、人事評価が不良の場合、懲戒

処分等を受けた場合、１年のうち一定の期間を勤

務しなかった場合等に決定されます。

＜２年間の人事評価の要件＞
▷ 能力評価（２回）及び業績評価（４回）のうち、

※行政職俸給表（一）２級・３級等への昇格の場合は要件が緩和

原則 ２回優良以上 残り４回良好以上＋

※ 係長級の場合
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